
目

次

告

示

○
登
録
特
定
行
為
事
業
者
の
事
業
所
の
所
在
地
の
変
更
の
届
出
qqqqqqqqq（
高
齢
福
祉

保

険

課
）
…
一

○
児
童
福
祉
法
に
よ
る
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqq（
障

が

い

福

祉

課
）
…
一

公

告

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
す
る
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
地
域
企
業

支

援

課
）
…
一

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

告

示

青
森
県
告
示
第
三
百
九
十
三
号

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
三
十
号
）
附
則
第
二
十
七
条
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
八
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
登
録
特
定
行
為

事
業
者
か
ら
事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
附
則
第
二

十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
八
条
の
八
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
七
月
三
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

区

分
登

録

番

号
氏
名
又
は

名

称
住

所

事

業

所

変
更
予
定

年
月
日
備

考

名

称
所

在

地

変
更
前

〇二一〇〇〇

〇八二

社
会
福
祉

法
人
七
峰

会

弘
前
市
下

白
銀
町
二

一
の
八

特
別
養
護

老
人
ホ
ー

ム
サ
ン

ア
ッ
プ
ル

ホ
ー
ム

弘
前
市
大
字

高
杉
字
尾
上

山
三
五
〇

令
和七･
五･一〇
介
護
老

人
福
祉

施
設

変
更
後

弘
前
市
大
字

浜
の
町
東
五

丁
目
二
四
の

三

青
森
県
告
示
第
三
百
九
十
四
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
障
害
児
通
所
支
援
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
の
五

の
二
十
五
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
七
月
三
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者

障
害
児
通

所
支
援
の

種
類

障
害
児
通
所
支
援
事
業
を

行

う

事

業

所

指

定

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

社
会
福
祉
法

人
玉
泉
会

平
川
市
柏
木
町
柳

田
二
四
六
の
一

児
童
発
達

支
援

幼
児
サ
ポ
ー

ト
笑
と
和

平
川
市
尾
上
栄
松

一
二
の
一

令
和八･
七･
一

社
会
福
祉
法

人
玉
泉
会

平
川
市
柏
木
町
柳

田
二
四
六
の
一

保
育
所
等

訪
問
支
援
幼
児
サ
ポ
ー

ト
笑
と
和

平
川
市
尾
上
栄
松

一
二
の
一

〃

公

告

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
す
る
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
す
る
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公

告
す
る
。

青
森
県
報
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第
千
八
十
六
号

令
和
八
年七

月
三
日

（
金
曜
日
）



令
和
八
年
七
月
三
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ツ
ル
ハ
ド
ラ
ッ
グ
浪
岡
店

青
森
市
浪
岡
大
字
杉
沢
井
ノ
下
一
四
四
の
一

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

三
菱
Ｈ
Ｃ
キ
ャ
ピ
タ
ル
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
五
の
一

代
表
取
締
役

久
井
大
樹

三

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
ツ
ル
ハ

北
海
道
札
幌
市
東
区
北
二
四
条
東
二
〇
丁
目
一
の
二
一

代
表
取
締
役

八
幡
政
浩

四

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

令
和
九
年
二
月
二
十
五
日

五

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

一
、
二
三
四
平
方
メ
ー
ト
ル

六

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項

１

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

四
四
台
（
位
置
は
、
届
出
書
添
付
図
面
の
と
お
り
）

２

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

一
〇
台
（
位
置
は
、
届
出
書
添
付
図
面
の
と
お
り
）

３

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積

四
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
（
位
置
は
、
届
出
書
添
付
図
面
の
と
お
り
）

４

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量

六
・
二
五
立
方
メ
ー
ト
ル
（
位
置
は
、
届
出
書
添
付
図
面
の
と
お
り
）

七

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

１

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

株
式
会
社
ツ
ル
ハ

開
店
時
刻

午
前
七
時

閉
店
時
刻

翌
午
前
零
時

２

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
六
時
三
十
分
か
ら
翌
午
前
零
時
三
十
分
ま
で

３

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置

二
か
所
（
位
置
は
、
届
出
書
添
付
図
面
の
と
お
り
）

４

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
六
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で

八

届
出
年
月
日

令
和
八
年
六
月
二
十
四
日

九

届
出
書
及
び
添
付
書
類
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
経
済
産
業
部
地
域
企
業
支
援
課
及
び
青
森
市
役
所

２

期
間

令
和
八
年
七
月
三
日
か
ら
同
年
十
一
月
四
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
青
森
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

十

意
見
書
の
提
出

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

１

提
出
期
限

令
和
八
年
十
一
月
四
日

２

提
出
先

青
森
県
経
済
産
業
部
地
域
企
業
支
援
課

３

記
載
事
項

㈠

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
及
び
住
所

㈡

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

㈢

意
見
及
び
そ
の
理
由

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。
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大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
八
年
七
月
三
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ガ
ー
ラ
タ
ウ
ン
・
ア
オ
モ
リ
ウ
エ
ス
ト
モ
ー
ル
Ａ
・
Ｂ
棟

青
森
市
三
好
二
丁
目
三
の
一
九

外

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

有
限
会
社
東
日
本
ア
セ
ッ
ト

弘
前
市
大
字
広
野
一
丁
目
一
の
二

取
締
役

秋
元
浩

有
限
会
社
東
日
本
ア
セ
ッ
ト

青
森
市
三
好
二
丁
目
三
の
一
九

取
締
役

秋
元
浩

令
和七･
八･二七

三

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

株
式
会
社
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ

東
京
都
目
黒
区
青
葉
台
二
丁
目
一
九
の

一
〇
代
表
取
締
役

吉
田
直
樹

変
更
な
し

日
本
ト
イ
ザ
ら
ス
株
式
会
社

神
奈
川
県
川
崎
市
幸
区
大
宮
町
一
三
一

〇代
表
取
締
役

ア
ン
ド
レ
・
ア
ー
チ
ー

・
ジ
ェ
イ
ブ
ス

―

令
和八･
二･
一

株
式
会
社
ツ
ル
ハ

北
海
道
札
幌
市
東
区
北
二
四
条
東
二
〇

丁
目
一
の
二
一

代
表
取
締
役

八
幡
政
浩

―

六･
九･一五

―

ド
ラ
ゴ
ン
キ
ュ
ー
ブ
株
式
会
社

青
森
市
浜
館
六
丁
目
一
の
八

代
表
取
締
役

福
井
孝
栄

八･一〇･一〇

―

株
式
会
社
キ
ク
ヤ
メ
ガ
ネ

青
森
市
新
町
一
丁
目
一
一
の
一
七

代
表
取
締
役

羽
田
和
弘

六･
三･二六

―

ジ
ー
イ
エ
ッ
ト
株
式
会
社

東
京
都
杉
並
区
梅
里
一
丁
目
七
の
七

代
表
取
締
役

石
野
孝
司

六･
四･二六

―

株
式
会
社
ジ
ー
フ
ッ
ト

東
京
都
中
央
区
新
川
一
丁
目
一
四
の
一

代
表
取
締
役

木
下
尚
久

〃

―

株
式
会
社
大
創
産
業

広
島
県
東
広
島
市
西
条
吉
行
東
一
丁
目

四
の
一
四

代
表
取
締
役

矢
野
靖
二

六･
五･三一

―

株
式
会
社
未
来
屋
書
店

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五

の
一
代
表
取
締
役

平
川
雅
隆

六･
七･一九

四

届
出
年
月
日

令
和
八
年
六
月
二
十
二
日

五

届
出
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
経
済
産
業
部
地
域
企
業
支
援
課
及
び
青
森
市
役
所

２

期
間

令
和
八
年
七
月
三
日
か
ら
同
年
十
一
月
四
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
青
森
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

六

意
見
書
の
提
出

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
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１

提
出
期
限

令
和
八
年
十
一
月
四
日

２

提
出
先

青
森
県
経
済
産
業
部
地
域
企
業
支
援
課

３

記
載
事
項

㈠

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
及
び
住
所

㈡

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

㈢

意
見
及
び
そ
の
理
由

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
二
十
四
円
九
十
五
銭


